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３１日（月）に水泳学習中止についてのお知らせをしました。子ども達がプリントを持ち帰っていますが，

読んでいただけたでしょうか。下校前には，子ども達に担任から話をしています。昨年に続いての中止という

ことになります。とても残念なことですが，様々な視点からの判断です。どうぞ，ご理解ください。 
また，学校での水泳学習はありませんが，今後，泳ぐ等の機会はあるかと思います。その時のため，命を守

るための学習『水難事故の防止のための学習』は，全学級で行います。知っているか，知らないかで，行動は，
全く変わってきます。おうちでは，「どんなお勉強をしたの…」とお子様にたずねてください。話をすることで，
「知ったことが，より確かな知識と実践力」になります。 
川や海等における事故，大雨等の災害による事故…等，様々ことを想定して，備えることが必要です。今後

も，おうちでも機会をとらえて何度もお話をし，『自分の命は，自分で守る！！』力を育みましょう！！ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【校長室より☞お子様の健康管理（熱中症の予防）のお願い！！】 
 
 日ごとに気温が上がっています。感染予防に加え，熱中症の予防にも十分な配慮が必要
です。睡眠，食事，生活リズムの安定等，さらなるご配慮をお願いいたします。 

【高槻っ子の４つの実践…あいさつ・がんばり・おもいやり・いのち】【新しい価値創造に挑戦する学校】 

 

【危険回避のための行動をとる！！】 
 
 年間を通して，水難事故等の報道がなされています。学校でも，その時々，安全指導を行っています。本
日の内容は，梅雨時期に予想される「大雨等による河川の増水」，あるいは，「川遊びによる水難事故」発生
を未然に防ぐための指導内容をお知らせします。今後災害の危険性が高まってきますので，ご家庭におかれ

ましても，何度もお話をしてください。尚，校区内で危険と感じる箇所がありましたら，学校にご連絡くだ
さい。 
【指導内容☞ご自宅付近等，具体的なお話をし，約束ごとを決めてください！！】 
１ 立ち入り禁止・遊泳区域等，危険箇所では，絶対に遊ばないこと。 
２ 槻田川等，川に行く際は，大人と一緒に行き，子どもだけでは，絶対に遊びに行かないこと。 
３ 大雨時に川遊びや魚釣り等は，絶対にしないこと。 
４ 大雨の後等，雨が降っていなくても，川が増水している場合があるので，近づかないこと。 
５ 川の様子が急変する前兆（山鳴り・増水，水の濁り，流木・減水・腐った土や火薬のようなにおい等）
があれば，避難すること。 

６ 川が氾濫してからでは遅いので，早めに避難すること。おうちにいる時，外で遊んでいる時等，どこに
避難するか等，おうちの方と確かめること。 

【高槻小スナップ☞お知らせしたい子ども達の様子！！体育科の学習 ６年】 
 
６年生の体育科の学習です。運動場での学習なので，水分補給，休憩等に配慮しています。体育科の学習

では，運動中は，マスクを外します。学校では，『暑さ指数』を確認し，注意喚起もしています。場合によ
っては， 
運動場に 
でること 
を禁止し 
ます。 

       


